
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設       

Ｑ：平成30年の税制改正では、特定の美術

品に係る相続税の納税猶予制度が創設される

とか。どのような内容なのですか？                             

                                              

Ａ：次のような内容です。 

【解説】  

この制度は、文化財保護法の改正を前提に

創設されるものです。概要は、次とおりです。 

 ①概要 

  個人が、一定の美術館と特定美術品の長期

寄託契約を締結し、文化財保護法に規定す

る保存活用計画の文化庁長官の認定を受け

てその美術館にその特定美術品を寄託した

場合において、その者が死亡し、その特定

美術品を相続又は遺贈により取得した者

(寄託相続人)がその長期寄託契約及び保存

活用計画に基づき寄託を継続したときは、

担保の提供を条件に、その寄託相続人が納

付すべき相続税額のうち、その特定美術品

に係る課税価格の80%に対応する相続税の

納税を猶予する。 

 ②税額の計算 

  イ.相続税の納税猶予の適用がないものと

して、通常の相続税額の計算を行い、寄託

相続人の相続税額を算出する。 

  ロ.寄託相続人以外の者の取得財産は不変

としたうえで、寄託相続人が通常の課税価

格による特定美術品のみを相続したものと

して計算した場合の相続税額と課税価格を

20%に減額したその特定美術品のみを相続

するものとして計算した場合の相続税額と

の差額をその寄託相続人の相続税額とする。 
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